
 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 事業報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 Ｓｉｇｎ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 法人現況について 
 

 

１．法人理念 

 

 

  すべては、ご利用者様の今後のために 
 

 

１．令和６年度における法人事業の取り組み経過及び成果等の概要 

（１） 当法人の主な事業内容 

 当法人は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業（相談系・介護系・

訓練系・就労系事業）を主に今治市内２拠点にて展開しています。 

法人事業の運営基盤として、あらゆる機会を通じて、徹底して法人理念に基づ

くサービスを提供することを全職員の共通認識として浸透させています。 

また、「すべては、ご利用者様の今後のために」を理念に基づく職員行動スロー

ガンとして掲げ、親亡き後も含め、障がいをお持ちの方が地域の一員として暮ら

し続けるために、「今の課題解決」だけではなく「今後生涯にかけての課題解決・

支援」を取組みの最重要ポイントと位置づけて支援を行っています。 

私達は、障がいの有無に関わらず地域の方々が、住み慣れた地域でそれぞれの

役割を持ち、共に日常生活をおくることのできる地域共生社会づくりを本気で目

指す取り組みを行っています。 

（２） 福祉事業運営環境 



 障害者自立支援法（現行の障害者総合支援法）が施行されてから１７年が経過

し、現在の障害福祉サービス利用者は約１５０万人、国の予算額は約２兆円とな

っており、施行時と比較すると共に約３倍以上の増加となっていると言われてい

ます。また、我が国における少子高齢化の更なる進展による人材不足及び財源不

足の問題は、今後さらに厳しさを増すことが予測されています。 

 この様な中、令和６年度は、将来にわたり持続可能な公的福祉制度の確立を含

めた定期的制度見直しが行われ、特に当該年度は医療・介護・障害制度のトリプ

ル改定の年度となり運営法人・事業所に対しても大きな変革を求められた年度と

なりました。 

（３） 事業の取組み成果 

 法人事業としての福祉事業運営環境的には年々厳しさを増す中、当法人におき

ましては、理念の実現追及の結果が運営強化につながるということを頑なに継続

し取り組んで参りました。 

 具体的取り組みの概要として、当法人就労系事業所におきましては、障がいを

お持ち方が、将来にわたり福祉事業所に属することなく早期に一般就労を実現し

長く定着することができるよう積極的支援を行って参りました。令和６年度はこ

れらを強化するため、新規事業として就労定着支援事業を開始した結果、６ヵ月

以上定着した就職者を就労移行支援で３名、就労継続支援 B 型で１名の計４名輩

出し過去２年の就労定着率も前年度３．７％増加の３１．２％としました。 

 また、比較的障害区分の重いご利用者様が多い生活介護事業や引きこもり支援

等を行う生活訓練事業におきましては、事業所内活動をメインとせず、全てのご

利用者様に対して、地域での日常生活をおくるにあたり何がしかの可能性のある

ことを前提に、地域での施設外就労やボランティア活動、地域行事参加等を中心

とした活動を継続して行っており、個々の障がい者特性や状態に応じたステップ

アップを図り、個人として出来ることを増やすこと、維持する効果が得られてい

ます。 

 当法人では、全てのサービスのご利用者様が地域で当たり前に生活できるため

の基礎的要件として、障がい特性以外の生活習慣（あいさつ、マナー等）につい

ての習得について徹底して指導・支援を継続することにより、就労定着や地域交

流の成果も実現されています。 

（４） 法人本部運営成果 

 法人運営におきましては、引き続き、法人本部事務局を中心に社会福祉法人に

求められる「経営組織のガバナンス強化」、「事業運営の透明性の向上」、「財務規

律の強化」、「地域における公益的な取り組み実施」観点より指導要領に基づき必

要な取り組み見直しや改善及び実施に向けての取組みを行いました。特に、将来

に渡り事業の安定継続に直結する財務管理については事業計画策定の精度を向上

させると共に月次決算の強化や事業計画の進捗チェック等を通じて強化に取り組

みました。 

 また、少人数で必要不可欠な業務を完遂するため、事務業務を中心にデジタル



化、ＤＸ化に積極的に取り組み、業務の効率化と共に事務ミスや業務領域の拡大

を図りました。 

 

２．法人の概況 

（１） 概要 

法人名 社会福祉法人 Ｓｉｇｎ 

法人代表者 理事長 正岡 弘樹 

法人所在地 

〒794-0831 

愛媛県今治市八町東六丁目４番２２号 

ＴＥＬ：0898-48-5200 

ＦＡＸ：0898-48-5310 

法人開設日 平成３０年６月 

拠点事業所 

所在地 

 八町拠点 

〒794-0831 

愛媛県今治市八町東６丁目４番２２号 

・ 法人本部事務局 

・ 多機能型事業所パドル（就労移行支援/就労継続支援 B 型） 

・ 多機能型事業所パドル（就労定着支援） 

 八町拠点鐘場町サテライト 

〒794-0004 

愛媛県今治市鐘場町２丁目２番３５号 

・ パドル製麺所（就労継続支援 B型） 

 馬越拠点 

〒794-0062 

愛媛県今治市馬越町３丁目２番２号 

・ 多機能型事業所プリズム（生活介護/自立訓練（生活訓練）） 

・ 相談支援事業所 Any（特定相談支援/障害児相談支援） 

 

（２） 沿革 

平成 22 年 4 月 
フリースペースＳｉｇｎを個人開業。不登校児やひきこもりの

方に対する支援事業を開始 

平成 23 年 4 月 一般社団法人Ｓｉｇｎ設立、法人へ組織変更 

平成 23 年 6 月 今治市別名にて自立訓練（生活訓練）事業所プリズムを開設 

平成 25 年 8 月 
今治市八町東にて就労移行支援事業所パドル、菊間町にて就労

継続支援 B型事業所アライブを開設 

平成 26 年 6 月 
就労継続支援 B型事業所アライブを就労移行支援事業所パドル

敷地内へ移設 

平成 27 年 7 月 
就労移行支援事業所パドル・就労継続支援Ｂ型事業所アライブ

を統合し、多機能型事業所パドルを開設 

平成 28 年 4 月 今治市唐子台にて地域活動支援センターアライブを開設 

平成 30 年 7 月 
社会福祉法人Ｓｉｇｎ設立、一般社団法人Ｓｉｇｎの解散に伴

い実施事業を引継ぎ 



平成 31 年 4 月 

多機能型事業所パドルにて実施する就労継続支援 B 型事業の従

たる事業所を市内鐘場町に開設、製麺作業を通じた就労継続支

援を開始 

令和 1年 9月 
地域活動支援センター事業を終了のため、アライブ事業所を閉

所 

令和 2年 8月 

自立訓練（生活訓練）事業所プリズムを今治市別名から今治市

馬越へ移転、多機能型事業所プリズムとして新規に生活介護事

業を追加開始 

令和 4年 3月 
馬越拠点内に相談支援事業所 Any 開設、特定相談支援事業を開

始 

令和 4年 7月 相談支援事業所 Anyにて、障害児相談支援事業を追加開始。 

令和 6年 4月 
八町拠点、多機能型事業所パドル内にて就労定着支援事業を開

始 

 

（３） 事業内容 

第二種社会福祉事業 

事業所名 実施事業種別 定員 事業開始年月日 

多機能型事業所パドル 
就労移行支援 20 名 平成 30 年 7 月 1 日 

就労継続支援 B型 10 名 平成 30 年 7 月 1 日 

多機能型事業所パドル 就労定着支援  令和 6年 4月 1日 

パドル 就労継続支援 B型 10 名 平成 31 年 4 月 1 日 

多機能型事業所プリズ

ム 

自立訓練（生活訓練） 20 名 平成 30 年 7 月 1 日 

生活介護 20 名 令和 2年 8月 1日 

相談支援事業所 

Ａｎｙ 

特定相談支援 - 令和 4年 3月 15 日 

障害児相談支援 - 令和 4年 7月 15 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４） 役員・評議員の状況（令和７年３月３１日現在） 

① 役員 

  

 

② 評議員 

 

 

 

役職名 氏名 職業 要件区分等 任期

理事⾧ 正岡 弘樹
当法人事業所

管理者
経営識見者 令和６年６月２１日～令和８年定時評議員会終結時

理事 阪上 太介 事業経営者 その他 令和６年６月２１日～令和８年定時評議員会終結時

理事 中矢 真由美 看護師 福祉関係者 令和６年６月２１日～令和８年定時評議員会終結時

理事 末竹 伸
当法人事業所

管理者
施設管理者 令和６年６月２１日～令和８年定時評議員会終結時

理事 窪田 由香
当法人事業所

役職者
施設管理者 令和６年６月２１日～令和８年定時評議員会終結時

理事 鴨川 康彦
当法人事業所

管理者
経営識見者 令和６年６月２１日～令和８年定時評議員会終結時

監事 田向 伸吾 事業経営者 財務識見者 令和６年６月２１日～令和８年定時評議員会終結時

監事 日吉 祐一 事業経営者 事業識見者 令和６年６月２１日～令和８年定時評議員会終結時

社会福祉法人Ｓｉｇｎ 役員名簿

役職名 氏名 職業 任期

評議員 越智 保人 会社員 令和４年６月２３日～令和８年定時評議員会終結時

評議員 神村 亜貴子 主婦 令和４年６月２３日～令和８年定時評議員会終結時

評議員 冠 浩一 法人役員 令和４年６月２３日～令和８年定時評議員会終結時

評議員 佐伯 忠亮 事業経営者 令和４年６月２３日～令和８年定時評議員会終結時

評議員 竹内 宣幸 会社員 令和４年６月２３日～令和８年定時評議員会終結時

評議員 森岡 朋子 事業経営者 令和４年６月２３日～令和８年定時評議員会終結時

評議員 朝比奈 千恵子 団体職員 令和６年６月１４日～令和８年定時評議員会終結時

社会福祉法人Ｓｉｇｎ 評議員名簿



   （５）職員の状況（令和７年３月３１日現在） 
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３．法人の組織体制 
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４．理事会、評議委員会等の開催 

（１） 理事会 

開催年月日 出席者/定数 議題 決議内容 

令和 6年 

6 月 5日 
６/６ 

1. 令和 5 年度事業報告及

び令和 5 年度決算の承

認の件 

2. 任期満了に伴う次期役

員候補者推薦案の承認

の件 

3. 任期満了に伴う次期評

議員選任・解任委員会

選任案の承認の件 

4. 評議員の任期途中辞任

に伴う新評議員候補者

推薦案の承認の件 

5. 令和 6 年度定時評議員

会の招集の件 

6. 令和 6 年度第 1 回評議

員選任・解任委員会の

招集の件 

7. 理事長の職務執行状況

の報告の件 

1. 原案通り可決 

 

 

2. 原案通り可決 

 

 

3. 原案通り可決 

 

 

4. 原案通り可決 

 

 

5. 原案通り可決 

 

6. 原案通り可決 

令和 6年 

6 月 21 日 
６/６ 

1. 任期満了に伴う新理事

選任に係る理事長選出

の件 

1. 原案通り可決 

令和 6年 

12 月 6 日 
５/６ 

1. 多機能型事業所プリズ

ムにおける提供サービ

ス変更に関する承認の

件 

2. 理事長の職務執行状況

の報告の件 

1. 原案通り可決 

令和 7年 

3 月 21 日 
６/６ 

1. 令和 7 年度事業計画

（案）についての承認

の件 

2. 令和 7 年度収支予算

（案）についての承認

の件 

1. 原案通り可決 

 

 

2. 原案通り可決 

 

（２） 評議員会 

開催年月日 出席者/定数 議題 決議内容 

令和 6年 

6 月 21 日 
７/７ 

1. 村上卓美評議員の任期

途中退任に伴う新評議

員選出に関する報告 

2. 令和 5 年度事業報告及

び令和 5年度決算（計算

書類等）の承認の件 

3. 任期満了に伴う次期役

員候補者推薦案の承認

の件 

 

 

 

1. 原案通り可決 

 

 

2. 原案通り可決 

 



５．職員外部研修受講状況 

日付 研修名 主催 参加数 

令和 6 年 5 月 27 日～

29 日 

強度行動障害支援者養成研修 基

礎研修・実践研修 
スマートキッズ（株） １ 

令和 6 年 7 月 20 日～

21 日 

2024 年度社会福祉士実習指導者講

習会 
愛媛県社会福祉士会 ２ 

令和 6 年 7 月 23 日～

26 日 
令和 6 年度就業支援基礎研修 

独立行政法人高齢・障害・求

職者雇用支援機構 
２ 

令和 6 年 9 月 10 日～

13 日 

サービス管理責任者・児童発達支

援管理責任者指導者養成研修 

国立障害者リハビリテーショ

ンセンター 
１ 

令和 6 年 9 月 25 日、

26 日、10 月 28 日、11

月 28 日、29 日 

令和 6 年度愛媛県障がい者相談支

援従事者研修 

愛媛県知的障害者福祉協会 １ 

令和 6年 11月 19日～ 安全運転管理者講習 
愛媛県安全運転管理者連絡協

議会 
１ 

令和 6 年 12 月 4 日～

5 日 

令和 6 年度愛媛県サービス管理責

任者・児童発達支援管理責任者実

践研修 

愛媛県社会福祉士会 １ 

令和 6年 12月 18日～

19 日 

令和 6 年度愛媛県サービス管理責

任者・児童発達支援管理責任者実

践研修 

愛媛県社会福祉士会 １ 

令和 7 年 2 月 7 日 2024 年度ソーシャルワーク実習連

絡会・報告会 

聖カタリナ大学 １ 

令和 7 年 2 月 14 日 
令和 6 年度健康保険委員・年金委

員研修 
全国健康保険協会愛媛支部 １ 

 

 

Ⅱ 法人の運営方針・施策 

 

１．法人運営の基本方針 

（１） 行動理念の理解・浸透 

法人役職員全員が、全ての取り組み行動の原点は、基本理念にあることの完全浸

透に取り組む。 

（２） 運営の適正化・健全化 

地域における社会福祉への貢献が切れ目なく実施できるよう、適正かつ安定した

事業経営体質づくりに取り組む。 

（３） 地域の生活環境づくりへの取り組み 

多様化する地域社会のニーズや将来予測を的確に捉え、法人として地域貢献が持

続できるよう、「地域共生社会づくり」や「地域包括ケアシステムづくり」を見据

えた新たな福祉サービス等への取り組みに努める。 

 

２．法人の重点施策 

（１） 法人組織体制の強化 

① 運営体制の強化 



・ 理事会、評議員会をはじめ、必要に応じた部会を開催し、協議・検討や調

整に基づく組織運営の強化を図る。 

↓ 

 事業運営内容や新規常取組み計画等について理事会、評議員会で活

発な意見交換が行われ、これらを現場運営の参考とすることができ

た。 

 定期的に開催された役職者幹部会議にて、方針・目標等の確認や取組

み進捗状況の確認等がなされ、幹部間の意思統一ができた。 

 幹部会議等で議論された内容や決定された事項について、随時、職員

全体会議等にて報告周知し事業運営の方向性等についての全体とし

て意思統一を図ることができた。 

② 情報共有の強化 

・ 全役職員間で、必要な情報が漏れなく共有できるよう、その仕組み作り

に取り組み、組織力の強化を図る。 

↓ 

 引き続き業務用連絡ソフトを活用し、タイムリーな報告・連絡・相

談や各種情報の共有強化が行われた。 

 法人内他事業所ご利用者様や他事業所に関する情報の共有にも努め、

法人全体の一体感のもと業務に取り組むことができた。 

③ 人材育成・定着 

・ 理念を共有し、情勢や環境の変化に柔軟に対応できる人材の育成・定着

に取り組み、組織力の強化を図る。 

↓ 

 継続的に職員朝礼や諸会議開催のたびに理念と理念に基づく取組み

の必要性を周知し共有に努めた。 

 定期的な内部研修の実施や、外部研修受講を推奨し、質の高い人材

の育成に取り組んだ。 

（２） 法人運営基盤の強化 

① 地域共生社会実現のための取り組みリーダーシップへの挑戦 

・ 地域共生社会づくりのリーダー的サービスの提供を行う。 

↓ 

 今年度も、就職可能なご利用者様を事業所サービス利用に留まらせ

ることなく、積極的に就職支援を行った。 

 新規事業として就労定着支援事業を開始し、今まで以上に就職後の

定着支援を切れ目なく行い、就職先担当者や関係機関との連携や意

思疎通を図ることで定着実現に取り組めた。 

 商工会議所等を通じて、地域の企業様との交流や情報交換等を積極

的に行い、企業様での新たな実習や施設外就労の実施が行え、ご利

用者様の就職につなげることができた。 



・ 積極的な地域への関りを強化し、地域に開かれた事業所づくりを行う。 

↓ 

 B 型事業所にて製造されたうどん製品をご利用者様が販売する機会

を福祉イベント以外の一般イベント等でも実施し、障がいの軽重に

関わらず積極的に地域との交流を行った。 

 定期的に各事業所での見学・体験会を開催し、障害及び障害福祉サ

ービスについて理解や地域で生活することの可能性を広める活動を

行った。 

・ ご利用者様の将来にわたる地域生活に目を向け、行政や地元企業様、関

係機関各所とのコミュニケーションや連携を密にした支援を行う。 

↓ 

 地域の企業様等へ訪問し又は担当者との交流を通じて、障害者雇用

についての説明や提案活動を実施した。 

 地域内の各種学校関係者や関係機関との連携や情報共有に積極的に

取り組んだ。 

② 持続可能な法人運営のための経営基盤づくりへの取組み 

・ 持てる機能や実績等をフル活用し、新規ご利用者様の増加を図る。 

↓ 

 見学・体験会の実施やご利用者様の地域行事・ボランティア活動へ

の参加を通じて、対外的に法人サービスの意義をアピールすること

ができた。 

 各種 SNS を活用した活動内容の発信により活発な活動内容をアピ

ールすることができた。 

・ 既存事業との連携を勘案した新たな制度サービス取組み企画及び実施へ

の取組みを行う。 

↓ 

 当法人の強みである就労及び定着率を更に強化するため、就労定着

支援事業を開始し、安定した就労定着率を得ることができた。 

・ 制度サービス以外の関連事業への取組みを行い、法人機能を強化するこ

とにより地域の総合的福祉拠点となることを目指す。 

↓ 

 中長期計画としての法人機能の拡大や強化を企画策定しあるべき将

来の法人イメージづくりに取り組んだ。 

③ 適正な資金管理や事業収支の管理強化 

・ 目標や実態に沿った、適正な予算作成を行う。 

・ 月次決算管理を強化し適正な収支バランスを維持する。 

・ 収入に対する経費比率、特に人件費比率の管理を強化する。 

↓ 

 今年度も、法人本部を中心に月次決算報告や状況の把握、予算執行



状況の確認等を行い、資金管理の強化に取り組めた。 

 毎月の月次決算報告の確認を実施し、事業運営の推移の確認や調整

を行った。 

 事業収益に影響の大きい人件費管理について、業務の効率化と合わ

せて適正に実施することができた。 

（３） 働き方改革への取り組み 

① 子育て支援の更なる推進 

・ 育児や出産など、家庭生活と仕事を両立する環境整備づくり 

・ 有休休暇、育児・介護休業、子の看護休暇等の取得を推進 

・ 「お互い様」の風土づくりの推進 

↓ 

 子育て家庭に対して、有給休暇や子の看護休暇の積極的取得を推進

した。 

 全ての職員に対して、家庭と仕事の両立支援につながるよう、各種

休暇の積極的取得を推奨した。 

 必要な休みや時短を「お互い様」と受け止める職場風土づくりを維

持することができた。 

 各種会議等においても、意識の定着指導を行った。 

② 女性の活躍推進に向けた取り組み 

・ 女性労働者の採用や昇進などの機会を促進 

・ 女性役職者の積極的登用推進 

・ 女性活躍のための研修実施 

↓ 

 引き続き、女性役職者の登用や昇進を積極的に実施した。 

③ 生産性の向上、業務効率化の推進 

・ 業務全般において DX 化を推進し、業務の生産性向上及び効率化を図る。 

↓ 

 全職員への PC 貸与、業務ソフト活用、業務用ネットワーク連絡ツ

ール導入等により事務業務を中心に業務見直しや効率化を行った。 

（４） 安全管理 

① 災害対策 

・ 地震、風水害、火災等の起こりうる災害に備え、対策マニュアル・計画

の点検や周知を図る。 

・ 自然災害業務継続計画（BCP）に基づく研修・訓練を実施すると共に、

計画の定期的見直しを実施する。 

・ 災害を想定した避難訓練を定期的に実施する。 

↓ 

 災害対策関係のマニュアル見直しを実施。 



 定期的な BCP 研修及びシミュレーション研修を実施した。 

 火災、地震、風水害の発生を想定した避難訓練を各事業所において

年間 3 回実施した。 

② 事故予防、事故対応 

・ 日常的に、ヒヤリハット収集を行い、事故予防を図る。 

・ 事故発生時は、迅速な対処が行えるよう、報告や指示体制を強化する。 

・ 事故発生の際は漏れなく記録を行うとともに必要に応じ行政への報告を

徹底し、原因究明と再発防止に取り組む。 

↓ 

 毎月開催される委員会を中心として事故発生防止を目的とした、ヒ

ヤリハット事例の収集及びその評価検討を実施。 

③ 衛生管理 

・ 新型コロナウイルス、その他の感染予防の啓発及び実施管理を強化する。 

・ 感染症業務継続計画（BCP）に基づく研修・訓練を実施すると共に、計

画の定期的見直しを実施する。 

・ 職員の定期健診や予防接種を行い、予防衛生管理を図る。 

↓ 

 定期的に開催される委員会を中心として、各種感染症の感染予防策

について必要な対策指導を行い徹底した。 

 定期的に BCP に基づく研修及びシミュレーション訓練を実施し感

染拡大防止に取り組んだ。 

 定期健診や予防接種を実施し職員の健康管理を行った。 

 

 

Ⅳ 障害福祉サービス事業所計画 

 

１．多機能型事業所パドル（定着支援事業所を含む） 

（１） 事業所基本方針 

① ご利用者様を福祉サービス利用に固着せず、早期一般就労・定着に向けて支

援する。 

② 「すべては利用者様の今後のために」を統一行動スローガンとして支援行動

に反映させる。 

③ 特定の職員が特定のご利用者様を支援するのではなく、全員が等しく全力で

支援を行う。 

④ 支援サービスの質向上のために、資格・知識の修得と実践・経験を車の両輪

として回し続けることに取り組む。 

⑤ 全員参加による働きやすい職場づくりのため、互いのコミュニケーションを

密にする。 



⑥ 目指すべきは、ご利用者様が障害福祉サービス利用を通じて工賃収入を得る

ことではなく、早期のご利用者様の一般就労及び定着による生活基盤づくり

の実現。 

⑦ ご利用者様が、一般就労後に出くわす様々な壁にも対応できるよう、地域の

企業様での施設外就労における訓練を通じて、メンタル面の耐性づくりや必

要なマナー・生活習慣を身に着ける支援を行う。 

（２） 重点目標 

① 就労移行支援事業 

A) 一般就労者数についての目標 

・ 年度内一般就労者数６名以上 

     ↓ 

 ２名 

B) 一般就労後の定着についての目標 

・ 年度内における一般就労後６ヵ月以上定着率３割以上 

     ↓ 

 ２５．０％ 

・ ２年度内における一般就労後６ヵ月以上定着率３割以上 

   ↓ 

 ３１．２％ 

C) 新規利用者の確保 

・ 年度内新規利用者数５名以上 

     ↓ 

 ７名 

・ 内、学校新卒者を対象とした新規利用者数３名以上 

   ↓ 

 １名 

② 就労継続Ｂ型事業 

A) 一般就労者数についての目標 

・ 年度内一般就労者数１名以上 

     ↓ 

 ２名 

B) 一般就労後の定着についての目標 

・ 年度内における一般就労後６ヵ月以上定着者数１名以上 

     ↓ 

 １名 

C) 目標平均工賃月額 

・ １５，０００円以上 

     ↓ 

 １６，７４８円 



D) 新規利用者の確保 

・ 年度内新規利用者数５名以上。 

 ↓ 

 １１名 

・ 内、学校新卒者を対象とした新規利用者数３名以上 

 ↓ 

 ２名 

③ 就労定着支援 

A) 定着支援利用者数についての目標 

・ 月間平均利用者数１５名 

 ↓ 

 ７名 

B) 過去３年間就労定着率についての目標 

・ ８０％以上 

 ↓ 

 １００％ 

（３） 取組み計画 

① 就労移行支援事業 

A) 業務計画 

・ ご利用者様への支援に際しては、しっかりとしたアセスメントに基

づく課題抽出を実施し、個別支援計画に反映させる。 

↓ 

個別の日常活動やコミュニケーションを図る過程及び、関係者から

の情報収集を含めたアセスメント情報の収集に注力し、短期・長期

における課題整理を実施した。 

・ 基本に忠実な PDCA のサイクルに沿った支援を実施するとともに、

個々の実情に応じた柔軟なサイクル期間を設け支援する。 

↓ 

個別に抽出された課題解決を具現化するために、PDCA のサイクル

を粘り強く回しながら取り組みを行った。 

・ 個別支援計画作成時やモニタリングにおける課題解決については、

担当相談支援専門員を含む関係職員との連携を密にして総意に基づ

く支援を行う。 

↓ 

事業所単独判断にて課題解決法を実施せず、担当相談支援専門員等

の関係者との協議連携を通じた取組を行った。 

・ 施設外就労を中心に、就労後の定着を想定した社会人マナーの習得

や体力、精神づくりを行う。 

↓ 



地域で就労し定着するために、個人の特性以外の部分で必要不可欠

となるコミュニケーションツールとしての社会人マナーの習得指導

を徹底して行った。 

・ 就労対象先の開拓と就労先のニーズ把握を行う。 

↓ 

地元企業様との交流の機会を積極的に持ちながら、ご利用者様の就

労の可能性や企業様のニーズのマッチングに努めた。 

・ 学校関係者や地域への積極的アプローチを実施し、新規利用者の受

け入れ増加を図る。 

↓ 

各種学校での定期的な説明会や利用体験会を実施することによる、

サービス利用のメリットや有用性の理解を深めることができた。 

B) 生活支援 

・ ご利用者の健康状態や精神状態を随時的確に把握し、主治医や関係

医療機関等との連絡を密にしながら、日常生活面における課題の把

握、改善を図る 

↓ 

主治医及び関係医療機関との情報交換や情報共有を行うとともに、

課題認識の共有に努めた。 

・ 事業所外における日常生活面についても関与し、生活面の課題解決

からも一般就労につながるよう取組みを行う。 

↓ 

地域での自立した生活継続に不可欠と思われる課題については、事

業所におけるサービス提供時のみではなく、必要に応じて生活全般

において課題解決のための支援を実施した。 

・ 相談支援体制を充実させ、ご利用者様がより相談しやすい体制を整

える。 

↓ 

個別利用者ごとの担当者とのコミュニケーションに注力しつつ、相

談支援事業所との情報共有や連携を深め、ご利用者様が相談しやす

い体制や方法を実施した。 

② 就労継続Ｂ型事業 

A) 業務計画 

・ ご利用者様への支援に際しては、しっかりとしたアセスメントに基

づく課題抽出を実施し、個別支援計画に反映させる。 

↓ 

個別の日常活動やコミュニケーションを図る過程及び、関係者から

の情報収集を含めたアセスメント情報の収集に注力し、短期・長期

における課題整理を実施した。 



・ 基本に忠実な PDCA のサイクルに沿った支援を実施するとともに、

個々の実情に応じた柔軟なサイクル期間を設け支援する。 

↓ 

個別に抽出された課題解決を具現化するために、PDCA のサイクル

を粘り強く回しながら取り組みを行った。 

・ 個別支援計画作成時やモニタリングにおける課題解決については、

担当相談支援専門員を含む関係職員との連携を密にして総意に基づ

く支援を行う。 

↓ 

事業所単独判断にて課題解決法を実施せず、担当相談支援専門員等

の関係者との協議連携を通じた取組を行った。 

・ 施設外就労を中心に、就労後の定着を想定した社会人マナーの習得

や体力、精神づくりを行う。 

↓ 

地域で就労し定着するために、個人の特性以外の部分で必要不可欠

となるコミュニケーションツールとしての社会人マナーの習得指導

を徹底して行った。 

・ 製麺所製品の販売ルート拡大やイベント販売を行い、売り上げの向

上による工賃向上を図る。 

↓ 

一般就労に向けて働くことのイメージ醸成や地域の方々との交流を

通じたコミュニケーション作り、及び就労に向けた意欲向上等を目

的として積極的にイベント等での販売活動を実施した。 

・ ご利用者様がＢ型に留まり続けることなく、Ｂ型からの就労、定着

ができるよう支援を行う。 

↓ 

個別の状況に応じて時間をかけながらも少しずつステップアップを

図ることに取組み、B 型ご利用者様の一般就労に繋げることができ

た。 

・ 就労対象先の開拓と就労先のニーズ把握を行う。 

↓ 

地元企業様との交流の機会を積極的に持ちながら、ご利用者様の就

労の可能性や企業様のニーズのマッチングに努めた。 

・ 学校関係者や地域への積極的アプローチを実施し、新規利用者の受

け入れ増加を図る。 

↓ 

各種学校での定期的な説明会や利用体験会を実施することによる、

サービス利用のメリットや有用性の理解を深めることができた。 



B) 生活支援 

・ ご利用者の健康状態や精神状態を随時的確に把握し、主治医や関係

医療機関等との連絡を密にしながら、日常生活面における課題の把

握、改善を図る 

↓ 

主治医及び関係医療機関との情報交換や情報共有を行うとともに、

課題認識の共有に努めた。 

・ 事業所外における日常生活面についても関与し、生活面の課題解決

からも一般就労につながるよう取組みを行う。 

↓ 

地域での自立した生活継続に不可欠と思われる課題については、事

業所におけるサービス提供時のみではなく、必要に応じて生活全般

において課題解決のための支援を実施した。 

・ 相談支援体制を充実させ、ご利用者様がより相談しやすい体制を整

える。 

↓ 

個別利用者ごとの担当者とのコミュニケーションに注力しつつ、相

談支援事業所との情報共有や連携を深め、ご利用者様が相談しやす

い体制や方法を実施した。 

③ 就労定着支援事業 

A) 業務計画 

・ ご利用者様への支援に際しては、しっかりとしたアセスメントに基

づく課題抽出を実施し、個別支援計画に反映させる。 

↓ 

個別の日常活動やコミュニケーションを図る過程及び、関係者から

の情報収集を含めたアセスメント情報の収集に注力し、短期・長期

における課題整理を実施した。 

・ 基本に忠実な PDCA のサイクルに沿った支援を実施するとともに、

個々の実情に応じた柔軟なサイクル期間を設け支援する。 

↓ 

個別に抽出された課題解決を具現化するために、PDCA のサイクル

を粘り強く回しながら取り組みを行った。 

・ 個別支援計画作成時やモニタリングにおける課題解決については、

担当相談支援専門員を含む関係職員との連携を密にして総意に基づ

く支援を行う。 

↓ 

事業所単独判断にて課題解決法を実施せず、担当相談支援専門員等

の関係者との協議連携を通じた取組を行った。 

・ エリア内の他事業所への訪問や情報交換等を通じて地域全体の就労



定着支援に取り組む。 

↓ 

就労系他事業所や相談支援事業所等の関係機関に定期的に訪問し、

情報交換に努め、就労定着についての共通認識の共有に努めた。 

B) 生活支援 

・ ご利用者の健康状態や精神状態を随時的確に把握し、主治医や関係

医療機関等との連絡を密にしながら、日常生活面における課題の把

握、改善を図る 

↓ 

主治医及び関係医療機関との情報交換や情報共有を行うとともに、

課題認識の共有に努めた。 

・ 事業所外における日常生活面についても関与し、生活面の課題解決

からも一般就労につながるよう取組みを行う。 

↓ 

地域での自立した生活継続に不可欠と思われる課題については、事

業所におけるサービス提供時のみではなく、必要に応じて生活全般

において課題解決のための支援を実施した。 

・ 相談支援体制を充実させ、ご利用者様がより相談しやすい体制を整

えると共に、必要な助言等の支援を行う。 

↓ 

個別利用者ごとの担当者とのコミュニケーションに注力しつつ、相

談支援事業所との情報共有や連携を深め、ご利用者様が相談しやす

い体制や方法を実施した。 

 

２．多機能型事業所プリズム 

（１） 基本方針 

① 保護者亡き後や今後長らく地域で生活し続けることを想定し、これに対する

ご利用者様ごとの課題解決に向けた支援を行う。 

② ご利用者様ごとの課題に応じたステップアップを念頭に置いた支援を行う。 

③ 「すべては利用者様の今後のために」を全職員の統一行動スローガンとして

支援に反映させる。 

④ 職員の誰かが支援するのではなく、ご利用者様に対して、全員が等しく全力

で支援を行う。 

（２） 重点目標 

① 自立訓練（生活訓練）事業 

A) ステップアップによる就労移行挑戦者、年間１０名以上輩出。 

↓ 

 ５名 



B) 新規利用者、年間１０名以上 

↓ 

 ４名 

C) 月間平均稼働率９５％以上。 

↓ 

 ２３．０％ 

② 生活介護事業 

A) 新規利用者、年間１０名以上 

↓ 

 ２名 

B) 年間稼働率、７０％以上 

↓ 

 ８１．７％ 

（３） 取組み計画 

① 自立訓練（生活訓練） 

A) 業務計画 

・ 都度きめの細かいアセスメントを実施し、利用期限内にご利用者様

の課題解決及びステップアップが図れるよう計画的支援を行う。 

↓ 

個別のご利用者様の真の課題抽出のため、あらゆる角度からのアセ

スメント情報に努め取組み計画の礎となるよう取り組んだ。 

・ 訓練期間内における支援実施によるステップアップ成果として、就

労移行挑戦者の輩出に取り組む 

↓ 

個別の状態に応じて、計画的にできることを増やし、生活面を整え

ながら更に就労挑戦へのステップアップに努めた。 

・ 生活訓練制度の必要性や有用性等について、学校関係者や地域等へ

より認知されるよう活動を行い、新規利用者増加を図る。 

↓ 

定期的に学校関係への説明会を実施したり、その他媒体を活用した

りしながらサービスの有用性の理解を得られるよう取り組んだ。 

B) 生活支援 

・ 事業所外における日常生活面についても関与し、生活面の課題解決

からも就労につながるよう取組みを行う。 

↓ 

地域での自立した生活継続に不可欠と思われる課題については、事

業所におけるサービス提供時のみではなく、必要に応じて生活全般

において課題解決のための支援を実施した。 

・ 相談支援体制を充実させ、ご利用者様がより相談しやすい体制を整



える。 

↓ 

個別利用者ごとの担当者とのコミュニケーションに注力しつつ、相

談支援事業所との情報共有や連携を深め、ご利用者様が相談しやす

い体制や方法を実施した。 

・ ご利用者の健康状態を的確に把握し、主治医や関係医療機関等との

連絡を密にしながら、健康の維持管理を行う。 

↓ 

主治医及び関係医療機関との情報交換や情報共有を行うことに努め、

健康面からの課題解決にも取り組んだ。 

② 生活介護事業 

A) 業務計画 

・ 都度きめの細かいアセスメントを実施し、ご利用者様の課題解決及

びステップアップが図れるよう計画的支援を行う。 

↓ 

個別のご利用者様の真の課題抽出のため、あらゆる角度からのアセ

スメント情報に努め取組み計画の礎となるよう取り組んだ。 

・ ご利用者の特性に留意しつつ、地域イベントへの積極的参加の機会

を提供し交流を促進する。 

↓ 

障がいの区分に関わらず、個人ごとの出来ることに着目し地域での

イベントに積極的に参加することで、障がい者への理解を得る機会

となった。 

・ 地域内において、生活介護サービスの存在と意義を知ってもらえる

機会を設ける。 

↓ 

地域における各種イベントへの参加や、施設外での就労に参加する

ことによりサービスの存在・活用意義と障害への理解を得ることと

に取り組んだ。 

B) 生活支援 

・ ご利用者様が生きがいを持って生活できるよう、生産活動への参加

を図る。 

↓ 

個々の個別支援計画にて出来ることを増やしながら少しずつステッ

プアップを図ることを盛り込み実施した。施設内での活動ではなく

極力地域の企業様に協力いただき施設外での生産活動を実施した。 

・ 障害・年齢に関係なく参加できるお茶会・お出かけ企画など一緒に

楽しめる企画を定期的に計画する。 

↓ 



生活リズムを整える過程において、作業的メニュー以外のレクリエ

ーションメニューを定期的に盛り込み、他者とのコミュニケーショ

ン機会を増やすことに努めた。 

・ ご利用者の健康状態を的確に把握し、主治医や関係医療機関等との

連絡を密にしながら、健康の維持管理を行う。 

↓ 

主治医及び関係医療機関との情報交換や情報共有を行うことに努め、

健康面からの課題解決にも取り組んだ。 

 

３．相談支援事業所Ａｎｙ 

（１） 基本方針 

① 保護者亡き後や今後長らく地域で生活し続けることを想定し、これに対する

ご利用者様ごとの課題解決に向けた支援を行う。 

② ご利用者様ごとの課題に応じたステップアップを念頭に置いた支援を行う。 

③ 「すべては利用者様の今後のために」を全職員の統一行動スローガンとして

支援に反映させる。 

④ ご利用者おひとりおひとりの人間性や思いを尊重し、ご本人や保護者様、又

は地域関係機関等が安心して相談できるサービスの提供に努める。 

⑤ 今治市において、より良く暮らしていくための相談支援実践の核となる事業

所になることを目指す。 

（２） 重点目標 

① 特定相談支援事業 

A) 新規利用者、年間３０名以上 

↓ 

 １２９名 

B) 月平均利用者数１５０名以上。 

↓ 

 ５６名 

C) 就労移行や就職へのステップアップ挑戦者を年間１０名以上 

↓ 

 １０名 

② 障害児相談支援 

A) 新規利用者、年間２０名以上 

↓ 

 ５５名 

B) 月平均利用者数１００名以上 

↓ 

 １０名 



 

（３） 取組み計画 

① 特定相談支援事業 

A) 業務計画 

・ 地域に開かれた、気軽に相談できる窓口づくりを行う。 

↓ 

 地域の各種会合やイベント参加又は各種広報活動等を通じて、相談

しやすい窓口であることの広報に努めた。 

・ 相談ご利用者様とサービス利用についてのかかわりのみではなく、

その方の今後のための広範囲な支援やコーディネート役としての機

能を整備する。 

↓ 

 事業所サービスに特化したコーディネートではなく、ご利用様の今

後の地域生活を見据えた課題の抽出や、その解決のため地域資源を

フル活用したコーディネートを実施した。 

・ 福祉・医療・行政・教育・就労・司法等の機関と積極的にコミュニ

ケーションをとり、より良い支援のための連携の基盤づくりを行う。 

↓ 

 関係機関や異業種との交流会を通じて、地域の福祉全般に関する情

報発信に努めた。 

B) 相談支援 

・ 事業所サービス利用外の日常生活面についても関与し、生活面の課

題解決につながるよう取組みを行う。 

↓ 

 事業所単独での対応には限界があるため、関係機関等との協働をよ

り意識した支援に取り組んだ。 

・ ご利用者様がより相談しやすい体制を整える。 

↓ 

 定期的な訪問や日常的にコミュニケーションの機会を増やす等しな

がらご利用者様との信頼関係の構築に努めた。 

・ ご利用者様、保護者様、行政機関や関係事業所の方々との連携やコ

ミュニケーションを活発に行い、ご利用者様の今後のための支援や

環境調整を行う。 

↓ 

担当者会議やモニタリング時には、ご利用者様、保護者、関係機関

が同時に出席できるよう常に調整を行い、支援の方向性や具体的支

援内容等について共有することに努めた。 

 



 

② 障害児相談支援 

A) 業務計画 

・ 子育てや発達支援について、気軽に相談できる窓口づくりを行う。 

↓ 

 地域の各種会合やイベント参加又は各種広報活動等を通じて、相談

しやすい窓口であることの広報に努めた。 

・ サービスの利用についてのかかわりのみではなく、保護者様からの

子育て・発達支援に関する各相談にも応じ、今のことだけでなく、

その方の将来のための広範囲な支援やコーディネート役としての機

能を整備する。 

↓ 

 事業所サービスに特化したコーディネートではなく、ご利用様の今

後の地域生活を見据えた課題の抽出や、その解決のため地域資源を

フル活用したコーディネートを実施した。 

・ 福祉・医療・行政・教育・就労・司法等の機関と積極的にコミュニ

ケーションをとり、より良い支援のための連携の基盤づくりを行う。 

↓ 

 関係機関や異業種との交流会を通じて、地域の福祉全般に関する情

報発信に努めた。 

B) 子育て・療育に関する相談支援 

・ 事業所サービス利用外の家庭・学校等の生活についても関与し、生

活のしづらさ等の課題解決につながるよう取組みを行う。 

↓ 

気軽に相談・連絡できる体制を構築し、日常生活全般における課題

等について必要に応じた関係機関との協働により対応を行っている。 

・ ご利用者様や保護者様が、より相談しやすい体制を整える。 

↓ 

 定期的な訪問や日常的にコミュニケーションの機会を増やす等しな

がらご利用者様との信頼関係の構築に努めた。 

・ ご利用者様のライフステージにおける発達課題を的確に把握し、支

援機関や学校、主治医等との連絡を密にしながら、健康の維持管理

や発達の支援を行う。 

↓ 

常に多職種協働を前提とした対応を実施しており、より専門性の高

い意見や見解を支援に導入することに努めた。 

 

 



 

４．利用実績 

（１） 就労移行支援 

① 利用実績 

年度/月 月日数 開所日数 利用実人数 
利用延人数 
（除欠席） 

R６年４月 ３０ ２１ １５ ２５３ 

５月 ３１ ２１ １１ ２１９ 

６月 ３０ ２０ １３ ２５０ 

７月 ３１ ２２ １５ ２７８ 

８月 ３１ １７ １２ １９３ 

９月 ３０ １９ １２ ２２１ 

１０月 ３１ ２３ １３ ２９５ 

１１月 ３０ ２０ １３ ２４２ 

１２月 ３１ ２２ １２ ２５４ 

R７年１月 ３１ １９ １３ ２１６ 

２月 ２８ １８ １１ １８７ 

３月 ３１ ２０ １２ ２０９ 

年度合計 ３６５ ２４２ １５２ ２８１７ 

月平均 ３０．４ ２０．２ １２．７ ２３４．８ 

② 令和６年度一般就労実績 

就職年月日 就職先種別/職種 就職者数 

令和６年４月１日 公立学校/事務補助 １名 

令和７年１月１４日 高齢者福祉施設/清掃 １名 

就職者数合計 ２名 

③ 令和６年度６カ月以上就労定着実績 

就職年月日 就職先種別 就職者数 

令和５年１０月２１日 造船関連会社/施設管理・清掃 １名 

令和５年１１月２１日 スーパーマーケット/商品品出し １名 

令和６年４月１日 公立学校/事務補助 １名 

就職者数合計 ３名 

（２） 就労継続支援 B 型 

① 利用実績 

年度/月 月日数 開所日数 利用実人数 
利用延人数 
（除欠席） 

R６年４月 ３０ ２１ ２３ ４６４ 

５月 ３１ ２１ ２６ ４８５ 

６月 ３０ ２０ ２６ ４７２ 



７月 ３１ ２２ ２７ ５１８ 

８月 ３１ １７ ２７ ４１６ 

９月 ３０ １９ ２９ ４９３ 

１０月 ３１ ２３ ２９ ６２９ 

１１月 ３０ ２０ ２９ ５３２ 

１２月 ３１ ２２ ２９ ５２６ 

R７年１月 ３１ １９ ２９ ４５１ 

２月 ２８ １８ ２７ ４７０ 

３月 ３１ ２０ ３１ ５７３ 

年度合計 ３６５ ２４２ ３３２ ６０２９ 

月平均 ３０．４ ２０．２ ２７．７ ５０２．４ 

② 令和５年度一般就労実績 

就職年月日 就職先種別/職種 就職者数 

令和７年１月９日 高齢者福祉施設/清掃・介護補助 ２名 

就職者数合計 ２名 

③ 令和５年度６カ月以上就労定着実績 

就職年月日 就職先種別 就職者数 

令和６年１月９日 高齢者福祉施設/清掃・介護補助 １名 

就職者数合計 １名 

④ 令和６年度一人あたり平均工賃月額 

１６，７４９円（令和５年度比で３，０８８円の増額） 

（３） 就労定着支援 

① 利用実績 

年度/月 利用実人数 

R６年４月 ０ 

５月 ０ 

６月 ０ 

７月 １ 

８月 ２ 

９月 ６ 

１０月 ９ 

１１月 ９ 

１２月 ９ 

R７年１月 ９ 

２月 ９ 

３月 ９ 

年度合計 ６３ 



月平均 ５．２ 

（４） 自立訓練（生活訓練） 

① 利用実績 

年度/月 月日数 開所日数 利用実人数 
利用延人数 
（除欠席） 

R６年４月 ３０ ２１ ５ ９６ 

５月 ３１ ２１ ６ １０６ 

６月 ３０ ２０ ５ ８２ 

７月 ３１ ２２ ６ ９０ 

８月 ３１ １７ ５ ７５ 

９月 ３０ ２０ ５ ９２ 

１０月 ３１ ２２ ４ ６７ 

１１月 ３０ ２０ ６ ９２ 

１２月 ３１ ２２ ６ １１４ 

R７年１月 ３１ １９ ６ ９０ 

２月 ２８ １８ ６ ９２ 

３月 ３１ ２０ ６ １１３ 

年度合計 ３６５ ２４２ ６６ １１０９ 

月平均 ３０．４ ２０．２ ５．５ ９２．４ 

（５） 生活介護 

① 利用実績 

年度/月 月日数 開所日数 利用実人数 
利用延人数 
（除欠席） 

R６年４月 ３０ ２１ １８ ３３６ 

５月 ３１ ２１ １９ ３４６ 

６月 ３０ ２０ ２０ ３３９ 

７月 ３１ ２２ １９ ３４７ 

８月 ３１ １７ １８ ２６９ 

９月 ３０ ２０ １９ ３３６ 

１０月 ３１ ２２ １９ ３６２ 

１１月 ３０ ２０ １９ ３２６ 

１２月 ３１ ２２ １８ ３６３ 

R７年１月 ３１ １９ １８ ３００ 

２月 ２８ １８ １８ ２９９ 

３月 ３１ ２０ １８ ３３３ 

年度合計 ３６５ ２４２ ２２３ ３９５６ 

月平均 ３０．４ ２０．２ １８．６ ３２９．７ 

 



 

（６） 特定相談支援 

年度/月 利用支援 継続支援 その他支援 支援件数 

R６年４月 １１ １９ １２ ４２ 

５月 １７ １１ ２１ ４９ 

６月 ８ ２４ ２２ ５４ 

７月 ９ １７ ２９ ５５ 

８月 １０ １５ ３０ ５５ 

９月 １２ ２１ ２６ ５９ 

１０月 １４ ２３ ２６ ６３ 

１１月 １２ １４ ３３ ５９ 

１２月 ５ ３４ ２０ ５９ 

R７年１月 １２ ２７ ２５ ６４ 

２月 ４ １４ ３３ ５１ 

３月 １５ ２６ ２６ ６７ 

年度合計 １２９ ２４５ ３０３ ６７７ 

月平均 １０．８ ２０．４ ２５．３ ５６．４ 

（７） 障害児相談支援 

年度/月 利用支援 継続支援 その他支援 支援件数 

R６年４月 ６ ２ １ ９ 

５月 ６ ７ １ １４ 

６月 ４ ２ ３ ９ 

７月 ４ ７ １ １２ 

８月 ４ ２ ５ １１ 

９月 ４ ３ ０ ７ 

１０月 ７ ７ ０ １４ 

１１月 ４ １ ２ ７ 

１２月 ６ １ ７ １４ 

R７年１月 ４ ３ １ ８ 

２月 ３ ３ ２ ８ 

３月 ３ ３ ４ １０ 

年度合計 ５５ ４１ ２７ １２３ 

月平均 ４．６ ３．４ ２．３ １０．３ 

 

 

 

 

 



５．年間行事報告 

月 事業所行事 支援行事等 

４月 
懇親会 
職場内研修 

地域参加（せとうちみなとマルシ

ェバザー） 

５月 
職場内研修 
決算報告準備 

災害避難訓練 

地域参加（せとうちみなとマルシ

ェバザー） 

６月 
職場内研修 
定例理事会 
定時評議員会 

日帰り旅行 

地域参加（せとうちみなとマルシ

ェバザー） 

７月 職場内研修 

災害避難訓練 

地域参加（せとうちみなとマルシ

ェバザー） 

８月 
夏季休暇 
懇親会 
職場内研修 

夏休み 

地域参加（社協フォーラムバザ

ー） 

９月 
職場内研修 
職員定期健康診断 

日帰り旅行 

地域参加（せとうちみなとマルシ

ェバザー、そらとたいよう周年祭

バザー） 

１０月 職場内研修 災害避難訓練 

１１月 職場内研修 

地域参加（福祉センターまつりバ

ザー、介護フェスティバルバザ

ー） 

１２月 
懇親会 
大掃除 
職場内研修 

クリスマス・忘年会 
大掃除 
地域参加（せとうちみなとマルシ

ェバザー） 

１月 
職場内研修 
次期予算・事業計画策定 
定例理事会 

初詣 

２月 職場内研修 
地域参加（せとうちみなとマルシ

ェバザー） 

３月 職場内研修 花見 

 


